
岩国市の消費者行政に係る意思表明

宕国市てЧよ、昭オロ40年代から市民の皆様から消費生活相談を文け付

けておりましたが、平成 22年 4月 1日 より岩国市消費生活センダーを開設し、

商品やサービスなど消費生活全般に関する警情や聞合せなどの相談を専

門の相談員が党け付け、公工な立場で問題解決のための助言や各種情

銀の提供を行っております。       t
近年では、インダーネットを通じた商取ラ|の増加やSNSのイll用 拡大により、

消費者を取り巻く状況は大きく変化し、また抱える問題も複雑化しています。

また、新型コロナウィルス惑染症拡大に伴い、新手の患質商法への対応

や新しい生活様式への切り替えなど、日守の生活はめまぐるしく変化しており

ます。

これらの変化に対応すべく、消費生活センダーでは身近な相談窓口とし

て、相談体制のテ虫化・充実に排めるとともに、消費者被害の未然及び再発

「方上のための啓発活動を推進しています。

兎に今後は、「誰一人取り残さない」世界の実現を目指す国際目標(SD

Gs)の達成に寄与するため、安全・安はで豊かに基らすことができる社会の

実現という使命の下、市民の皆様が直盃する消費に関する課題を、自らの

力で解決できる環境づくりに排め、ラ|き 続き消費生活の安定と向上に合カ

で取り組んでまいります。
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